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訂正後：資料３

島根県消費者行政の概要
令和４年８月

１ 体 制（環境生活総務課消費とくらしの安全室・消費者センター）
職員１９名

行政職員６名、警察職員１名
会計年度任用職員１２名
事務担当（県職員ＯＢ）１名、消費者教育コーディネーター１名、
啓発担当１名、
消費生活相談員９名（松江７名（うち指定消費生活相談員２名）、益田２名）

２ 「第５期島根県消費者基本計画」の推進(島根県消費生活条例による）
・計画期間：令和２年４月～令和７年３月（５年間）
・目 的：県民の消費生活の安定及び向上の確保
・理 念：消費者の権利を尊重、消費者の自立を支援、

消費生活上特に配慮を要する消費者の利益を擁護

現状（R３年度）目標（R６年度）
全 ・クーリング・オフ制度を知っている人の割合 ８０．９％ ８５％
体 ・消費生活相談窓口を知っている人の割合 ９０．０％ １００％
指 ・社会や環境等に配慮した商品・サービスを選 ６２．１％ ８０％
標 択している人の割合

３ 消費者行政施策の概要、実績
（１）消費者教育の推進
①消費者教育コーディネーターの配置：１名（令和２年４月１日）

地域において消費者教育を担う様々な人材（行政職員、消費生活相談員、教育関係者、
福祉関係者、消費者団体、事業者等）が有機的に活動できるように、それらの人材をつ
ないだり、調整したりする役割を担うコーディネーターを配置。

②島根県消費者教育外部人材活用講師派遣事業
成年年齢の引下げを受け、若年者の消費者被害を防止するため、県内の中学校、高

等学校、義務教育学校、特別支援学校等に弁護士、司法書士等実務経験者を派遣し出前
授業を行う。
Ｒ２年度 Ｒ３年度
５校１２件 １２校２８件

③消費者団体ネットワーク支援事業
消費者団体等のネットワーク化や組織の活性化を促進し、自立した消費者の育成と地

域の消費者問題解決力向上を図るため、県域の消費者団体「消費者ネットしまね」に委
託し、学習会や消費者教育・啓発事業を実施する。

④明日への消費者活動支援事業
エシカル消費やＳＤＧｓなど新たな課題にも取り組み、消費者市民社会の形成を図る

ために消費者団体が行う事業を支援する。

⑤消費者問題出前講座
消費者被害の未然防止・拡大防止と消費者の自立を目指し、消費者問題に関する知識

及び情報提供を行うため講座講師を派遣する。
Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

回数 １８１回 １７２回 １４２回 ６７回 ５９回
受講者 ８，９６７人 ９，２７９人 ７，９２８人 ４，３４４人 ３，４１１人
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⑥消費者リーダー育成・レベルアップ講座
✩消費者リーダー育成講座：オンラインによる講座開設（１０月～１１月予定）
令和３年度実績：受講者４６人

✩消費者リーダーレベルアップ講座：未定
令和３年度実績：松江市、受講者７人

⑦エシカル消費の推進
人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」への県民の関心を高め身
近な日常生活での浸透を深めるため、「衣」をテーマとしたエシカル消費普及啓発に取
り組む。また、パンフレット「未来を変えるエシカル消費」を作成、学校等へ配布

令和３年度実績：エシカルレシピコンテスト、てまえどりキャンペーン実施

⑧情報発信、情報提供
✩新聞：山陰中央新報 毎月第１金曜、島根日日 毎月第２・４金曜 等
✩ラジオ：エフエム山陰 年６回不定期、山陰放送 年６回不定期 等
✩広報紙：「くらしの情報」各１万部配布（８月）（１２月）（３月）
✩インターネット（SNS）：ホームページ、Facebook、Twitter、YouTube 随時
✩タペストリー５本組×２セット、チラシ、クリアファイル、リーフレット作成
✩消費者月間イベント（５月）：県庁ロビー等展示、テレビＣＭ放映
✩その他：シニア向け・子育て世代向け講演会を例年実施

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止

（２）消費生活相談体制の充実・強化
①消費生活相談の状況

県消費者センターが受け付けた相談件数は、前年度に比べ３４７件（１０．５％）減
少。相談件数が減少した要因としては、前年度増加した要因であった新型コロナウイル
ス感染症関連の相談が落ち着いたことや、平成２９年度に急増したはがき等による架空
請求に関する相談が毎年減少しており、令和３年度も減少したことが挙げられる。

（単位：件）
区 分 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度
県 ３，９２３ ３，４２８ ３，００３ ３，２９８ ２，９５１

市町村 ２，０３８ １，８９３ １，７２０ １，８３８ １，６４６
計 ５，９６１ ５，３２１ ４，７２３ ５，１３６ ４，５９７

②指定消費生活相談員の配置：２名（令和２年４月１日）
国家資格試験合格者で５年以上の実務経験を有する相談員を「指定消費生活相談員」

として指定し、市町村に助言、協力、情報提供その他の援助を実施。

③外国人住民向け多言語対応消費生活相談・啓発事業
外国人住民を対象に多言語による消費生活相談とともに、被害防止に向けた啓発事業

を実施。

（３）消費生活の安全・安心の確保
①地域見守りネットワークの構築支援

高齢者や障がい者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を地域の関係者で見守る
「地域見守りネットワーク」の構築を推進。
設置市町村：松江市、浜田市、大田市、安来市、雲南市、飯南町、美郷町、西ノ島町

②法執行
・特定商取引法

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度
行政処分 ０件 ０件 ３件※ ０件
行政指導 ０件 ２件 ４件 １件
うち文書指導 ０件 ０件 ０件 １件
うち口頭指導 ０件 ２件 ４件 ０件

※ 指示処分
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・景品表示法
Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

違反件数受理 ４３件 ４６件 ９件 ８件
うち文書指導 ０件 ０件 ０件 １件
うち口頭指導 １５件 ２０件 ９件 ７件

・消費生活協同組合(10生協)の運営状況調査(書類・実地検査）を実施 １０件

・家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法に基づく立入検査 計１８件

４ 消費者庁の「地方消費者行政強化作戦2020」（R2年度～R6年度）
消費者庁は、地方消費者行政の充実・強化を通じて、消費者のより豊かで安全・安心な生

活を実現するため、地方消費者行政の充実・強化のための交付金等を通じた当面の政策目標
として、都道府県ごとに以下の項目を達成することを目指し、地方公共団体等の取組を支援
する。

政策目標 目標値

【政策目標１】消費生活相談体制の強化（消費生活センター）
・設置市区町村の都道府県内人口カバー率 ９０％以上

【政策目標２】消費生活相談の質の向上（消費生活相談員）
・配置市区町村の都道府県内人口カバー率 ９０％以上
・相談員資格保有率 ７５％以上
・相談員の研修参加率 １００％（各年度）
・指定消費生活相談員を配置 全都道府県

【政策目標３】消費者教育の推進等
・消費者教育教材「社会への扉」等を活用した全国での 「社会への扉」等教材活用
実践的な消費者教育の実施 実績 １００％

・若年者の消費者ホットライン１８８の認知度 ３０％以上（全国）
・若年者の消費生活センターの認知度 ７５％以上（全国）
・消費者教育コーディネーターの配置の推進 全都道府県、政令市
・消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計 都道府県内の政令市及び
画の策定 中核市の対応済みの割合

５０％以上
・講習等（出前講座を含む）の実施市区町村割合 ７５％以上
・エシカル消費の推進 全都道府県、政令市
・消費者志向経営の普及・推進 全都道府県
・食品ロス削減の取組の推進 全都道府県、政令市

【政策目標４】高齢者等の消費者被害防止のための見守り活
動の充実

・設置市区町村の都道府県内人口カバー率 ５０％以上

・地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用 ５０％以上
する市区町村の都道府県内人口カバー率

・見守り活動を通じた消費者被害の未然防止・拡大防止

【政策目標５】特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費
者団体の活動の充実

【政策目標６】法執行体制の充実 全都道府県

【政策目標７】地方における消費者政策推進のための体制強
化

・地方版消費者基本計画の策定 全都道府県、政令市
・消費者行政職員の研修参加率 ８０％以上（各年度）
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